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施設基準等の事務手引

人員や設備・施設などの基準をまとめました

施設基準と定められた疾患等を網羅しています

●診療報酬には，一定の基準（施設基準）を満たし，届け出ることによって，はじめて点数が算定できる項目があります。

　本書は，この施設基準の全内容（医科・歯科・調剤の施設基準）を収載しました。

●基本診療料，特掲診療料それぞれの施設基準を項目別に収載。関係する告示・通知・届出様式を整理して，関連する疑義解

釈や診療報酬などの情報とあわせてまとめました。

●あわせて，診療報酬上，別に定める扱いになっている疾患や注射薬等も同様にすべて収載しています。

●医科のみならず，歯科と調剤に定められた施設基準についても収載，これ一冊で施設基準がすべてわかります。

●自院の最適な診療報酬算定のための施設基準を知るために，ご活用ください。

●平成30年4月届出に間に合うタイミングで「速報　診療報酬の施設基準」（6頁参照）を新たに発刊いたします。最新の施

設基準を最速でお届けします。あわせてご利用ください。

定価　本体 4,800円＋税／Ｂ５判約1,600頁
ISBN978-4-7894-1369-5 C3047 ￥4800E

平成30年 4月版　　6月発刊予定

商品No.13513

本書の構成（予定）

基本診療料の施設基準等と診療報酬

通則事項

初・再診料

入院基本料

入院基本料加算

特定入院料

短期滞在手術等基本料

● 施設基準等が設定されている項目ごとに，その要点と平成

30年改定での変更点を解説するとともに，該当する

　①施設基準関係の告示・通知・届出様式

　②疑義解釈資料

　③診療報酬関係の告示・通知

　④その他の関係告示・通知・事務連絡

　をまとめます。

●新設された施設基準等には，項目ごとの見出しに○新と記
　します。

　平成30年改定で実質的な追加・変更があった部分には下

　線をつけて明示します。

特掲診療料の施設基準等と診療報酬

通則事項

医学管理等

在宅医療

検査

画像診断

投薬

注射

リハビリテーション

精神科専門療法

処置

手術

麻酔

放射線治療

病理診断

歯冠修復及び欠損補綴

歯科矯正

調剤

付　 厚生労働大臣が定める疾患等（特掲診療料）

索引
●50音索引にくわえ，どこに様式があるか探しやすいよう

　様式一覧も掲載します。
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平成24年改定において、小児救急医療の充実を図る観点から、従来からある一般向けの特定集中

治療室（ICU）についてのＡ301特定集中治療室管理料に加えて、小児専門の特定集中治療室（PICU）

に対する評価が、Ａ301-4 小児特定集中治療室管理料として新設された。

小児特定集中治療室管理料の算定対象は、15歳未満で、①意識障害または昏睡、②急性呼吸不全

又は慢性呼吸不全の急性増悪、③急性心不全（心筋梗塞を含む）、④急性薬物中毒、⑤ショック、⑥

重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等）、⑦広範囲熱傷、⑧大手術後、⑨救急蘇生後、⑩

その他外傷、破傷風等で重篤な状態にあり、医師が特定集中治療室管理を必要であると認めた患者で

ある。

施設基準としては、小児入院医療管理料１を届け出た医療機関で、小児特定集中治療室（１床当た

り15平方メートル以上）が８床以上であること、専任の小児科医が常時治療室内に勤務し、その専

任の小児科医に小児特定集中治療の経験が５年以上の医師２名以上を含むことなどが定められてい

る。

平成26年改定では、高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化の一環として、施設基準のう

ち実績要件について見直しが行われ、以下のいずれかを満たすこととされた（②を新たに設定）。

①　治療室に入院する患者のうち、転院日に他の医療機関において救命救急入院料、特定集中治療

室管理料を算定していた患者を年間20名以上受け入れていること。

②　治療室に入院する患者のうち、転院日に救急搬送診療料を算定した患者を年間50名以上（うち、

入室24時間以内に人工呼吸を実施した患者が30名以上）受け入れていること。

また、重症度の基準が廃止された。

施設基準告示  第九・五の二　小児特定集中治療室管理料

⑴　病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

⑵　当該治療室内に小児集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

⑶　当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が２又はその端数を増すご

とに１以上であること。

⑷　集中治療を行うにつき十分な体制及び専用施設を有していること。

⑸　他の保険医療機関において救命救急入院料若しくは特定集中治療室管理料を算定している患者又

は救急搬送診療料を算定した患者の当該治療室への受入れについて、相当の実績を有しているこ

と。

⑹　病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

取扱い通知  別添4　第４の２　小児特定集中治療室管理料

１　小児特定集中治療室管理料に関する施設基準

⑴　小児入院医療管理料１【→536頁】の届出を行っている医療機関であること。

⑵　専任の医師が常時、小児特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、小児の特定

集中治療の経験を５年以上有する医師を２名以上含むこと。

⑶　小児特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の小児特定集中治療室を有しており、当該治療

室の病床数は、８床以上であること。また、当該小児特定集中治療室の広さは、内法による測定で、

１床当たり15平方メートル以上であること。
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⑷　当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えているこ

と。

ア　救急蘇生装置（気管内挿管セット、人工呼吸装置等）

イ　除細動器

ウ　ペースメーカー

エ　心電計

オ　ポータブルエックス線撮影装置

カ　呼吸循環監視装置

キ　体外補助循環装置

ク　急性血液浄化療法に必要な装置

⑸　自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含

む必要な検査が常時実施できること。

⑹　原則として、当該治療室内はバイオクリーンルームであること。

⑺　当該治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での

当直勤務を併せて行わないものとすること。

⑻　次のいずれかの基準を満たしていること。

ア　当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた急性期治療中の患者（転院時に他の

保険医療機関で区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料を

算定するものに限る。）が直近１年間に20名以上であること。

イ　当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた患者（転院時に他の保険医療機関又

は当該保険医療機関で区分番号「Ｃ004」救急搬送診療料を算定したものに限る。）が直近１年間

に50名以上（そのうち、当該治療室に入室後24時間以内に人工呼吸（５時間以上（手術時の麻酔

や検査のために実施した時間を除く。）のものに限る。）を実施した患者（当該治療室に入室後又

は当該他の保険医療機関で開始されたものに限られ、日常的に人工呼吸を実施している患者は含

まない。）が30名以上）であること。

⑼　病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制について

は、別添３の第１【総合入院体制加算】の１の⑺【→263頁】と同様である。ただし、病院勤務医

の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画に交代勤務制の導入に向けての計画を含むこと。

２　１の⑶に掲げる内法の規定の適用については、平成27年４月１日からとすること。また、平成

26年３月31日において、現に当該管理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室

の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。

３　届出に関する事項

⑴　小児特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添７の様式43【→497頁】、43の２及び

48【→540頁】を用いること。また、当該治療室の配置図及び平面図（面積等のわかるもの。）を

添付すること。なお、当該治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生

検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添７の様式20【→319頁】を用

いること。

⑵　病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る届出は、別添７の様式13の２【→269

頁】を用いること。なお、毎年７月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の

改善に資する計画の成果を評価するため、別添７の様式13の２を届け出ること。
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Ａ301-4 小児特定集中治療室管理料（１日につき）

１　7日以内の期間 15,752点

２　8日以上14日以内の期間 13,720点

注１　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に

おいて、15歳未満の小児に対し、必要があって小児特

定集中治療室管理が行われた場合に、14日を限度とし

て算定する。

注２　第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、第６部

注射、第９部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げ

るものは、小児特定集中治療室管理料に含まれるもの

とする。

イ　入院基本料

ロ　入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療加算、

超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、

地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止

対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリ

スク患者ケア加算、救急搬送患者地域連携紹介加算、

救急搬送患者地域連携受入加算及びデータ提出加算

を除く。）

ハ　第２章第３部の各区分の検査（同部第１節第２款

の検体検査判断料を除く。）

ニ　点滴注射

ホ　中心静脈注射

ヘ　酸素吸入（使用した酸素及び窒素の費用を除く。）

ト　留置カテーテル設置

チ　第13部第１節の病理標本作製料

留意事項通知

⑴　小児特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、

15歳未満であって、次に掲げる状態にあり、医師が特定

集中治療室管理が必要であると認めた者であること。

ア　意識障害又は昏睡

イ　急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪

ウ　急性心不全（心筋梗塞を含む。）

エ　急性薬物中毒

オ　ショック

カ　重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等）

キ　広範囲熱傷

ク　大手術後

ケ　救急蘇生後

コ　その他外傷、破傷風等で重篤な状態

⑵　小児特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しな

い患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料

等を算定する。

診　療　報　酬

その１（平成26年３月31日・事務連絡〈別添１〉）

問45　小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準に

ついては、変更があるか。

答　小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準につい

ては、平成26年３月31日において廃止である。

疑義解釈資料 平成24年改定

その１（平成24年３月30日・事務連絡〈別添１〉）

問74　Ａ301-4 小児特定集中治療室管理料を算定する治療

室は、８床以上を有していることが施設基準となってい

るが、同一の治療室について、当該管理料を算定する病

床と、他の管理料（特定集中治療室管理料など）を算定

する病床と合わせて８床以上となる場合にも算定可能

か。

答　Ａ301-4 小児特定集中治療室管理料としての届出病床

が８床以上の場合に算定可能。

疑義解釈資料 
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施設基準上の規

定を①告示・②

取扱い通知まと

めて収載

あわせて経過措

置などの関連項

目も収載

算定上の点数や取扱いをあわ

せて把握しやすいよう④施設

基準に関連する診療報酬の告

示と解釈通知の要旨を掲載

③施設基準に関

係するQ&Aなど

の資料を収載

⑤届出様式を

収載

取扱いがかわった箇

所がわかりやすいよ

うに施設基準と診療

報酬の実質的な追加・

変更点を下線で明示

新しい施設基準は，

わかりやすく○新印を
つけて明確化




